
　○歳　入
　 ・地方消費税交付金（社会保障財源化分）

　○歳　出
・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 (単位:千円)

そ　の　他
引上げ分の地方消費税
(社会保障財源化分の
地方消費税交付金)

そ　の　他

障害者福祉事業 623,735 25,741 137,133

高齢者福祉事業 29,864 229 4,656 24,806

児童福祉事業 1,348,224 44,400 49,755 265,080

母子福祉事業 21,651 2,383 1,900 10,124

小　　　計 2,023,474 47,012 82,052 437,143

国民健康保健事業 173,607 11,327 60,345

介護保険事業 411,177 59,278 315,816

後期高齢者医療事業 283,490 14,385 34,368 183,100

小　　　計 868,274 14,385 104,973 559,261

病院事業 175,732 27,772 147,960

疾病予防対策事業 49,061 23,461 3,960 21,100

医療提供体制確保事業 286 45 241

健康増進事業 54,763 5,748 7,370 39,268

小　　　計 279,842 29,209 39,147 208,569

3,171,590 90,606 226,172 1,204,973

※ 地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

令和５年度決算

　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

２２６，１７２千円

３，１７１，５９０千円

事　　業　　名 経　　費
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